
安
心
・
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
を

　
近
年
、
都
市
化
の
進
展
に
よ
る
地
域
社

会
の一
体
感
や
連
帯
意
識
の
希
薄
化
、
国

際
化
の
進
展
な
ど
わ
た
し
た
ち
を
取
り
巻

く
環
境
は
急
激
に
変
化
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
中
、
市
内
の
犯
罪
件
数

は
平
成
14
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に

あ
る
も
の
の
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
身
の

回
り
で
不
安
を
感
じ
る
、
空
き
巣
ね
ら

い
・
自
転
車
盗
・
自
動
車
盗
・
車
上
ね

ら
い
な
ど
の
窃
盗
犯
罪
は
依
然
と
し
て

多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
犯
罪
を
減
ら
す
に
は
、

警
察
に
よ
る
取
り
締
ま
り
に
加
え
、
市

が
実
施
す
る
防
犯
施
策
や
市
民
の
皆
さ

ん
と
市
内
の
各
事
業
者
が
防
犯
に
対
す

る
意
識
を
高
め
、
安
全
に
配
慮
し
た
環

境
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

そ
こ
で
、
市
や
市
民
そ
し
て
事
業
者

が
協
働
し
て
防
犯
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域

社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
指
針
と
し

て
、
市
で
は「
成
田
市
防
犯
ま
ち
づ
く

り
推
進
条
例
」を
制
定
し
ま
し
た
。

　

こ
の
条
例
で
は
、
防
犯
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
の
市
・市
民
等
・
事
業
者

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
、推
進
計
画
の
策
定
、

推
進
協
議
会
の
設
置
な
ど
が
定
め
ら
れ

て
お
り
、
周
知
期
間
を
経
て
10
月
1
日

に
施
行
さ
れ
ま
す
。

市
・
市
民
等
・
事
業
者

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

市
の
役
割
＝
防
犯
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
策
定

し
、
警
察
署
な
ど
の
関
係
行
政
機
関

や
防
犯
関
係
団
体
と
連
携
し
、
施
策

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
市
民
等
や

事
業
者
が
行
う
活
動
を
支
援
す
る

　
（
主
な
取
り
組
み
）防
犯
巡
回
指
導

員
・
通
学
路
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
に

よ
る
巡
回
活
動

市
民
等
の
役
割
＝
防
犯
ま
ち
づ
く
り
へ

の
理
解
を
深
め
、
自
ら
の
安
全
確
保

に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け

る
防
犯
ま
ち
づ
く
り
に
積
極
的
に
取

り
組
み
、
市
が
行
う
施
策
に
協
力
す

る
よ
う
努
め
る

　
（
主
な
取
り
組
み
）地
区
や
小
学
校
区

単
位
で
の
自
主
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動

事
業
者
の
役
割
＝
犯
罪
の
防
止
に
配
慮

し
た
事
業
所
・
店
舗
な
ど
の
整
備
に

努
め
、
市
が
行
う
施
策
に
協
力
す
る

よ
う
努
め
る

　
（
主
な
取
り
組
み
）市
と
事
業
者
と
の

防
犯
協
力
に
関
す
る
覚
書
の
締
結

推
進
計
画
の
策
定
・

推
進
協
議
会
の
設
置

　

市
で
は「
防
犯
ま
ち
づ
く
り
推
進
計

画
」を
策
定
し
、
防
犯
施
策
を
円
滑
か

つ
総
合
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
計

画
の
内
容
や
進
捗
状
況
に
つ
い
て
審
議

す
る
た
め
に「
成
田
市
防
犯
ま
ち
づ
く

り
推
進
協
議
会
」を
設
置
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐

1
5
2
7
）へ
。

　市では、安全で安心な地域社会を実現するために「成田市防犯まちづくり

推進条例」を制定しました。この条例では、防犯まちづくりを進めるための市・

市民等・事業者それぞれの役割、推進計画の策定、推進協議会の設置などが

定められています。

成田市防犯まちづくり推進条例

防犯パトロール車による下校時間の巡回

犯罪を減らし安全に暮らせる地域社会に

成田市
防犯まちづくり推進協議会の
市民委員を公募します

対�象＝市内に住んでいる20歳以上
の人
募集人員＝2人（選考）
任�期＝2年（年3回程度の協議会開催

を予定）
報酬＝市の条例で定める額
応�募方法＝住所・氏名・年齢・性別・ 

電話番号（平日昼間に連絡のとれる
もの）と①「応募の動機」②「地域の
防犯力を向上させるための方策」
を原稿用紙約2枚（800字）程度に
まとめた作文を直接、郵送または
メールで交通防犯課（市役所4階  
〒286-8585 花崎町760 Eメール 
kotsu@city.narita.chiba.jp）へ
締め切り日＝8月15日（水）（必着）

広報なりた2007.7.15 �


